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１ はじめに

複雑多様化する国際情勢の下、我が国の国益を守り、国民の

安全を確保するためには、政府の情報機能を強化することに

より、より多くの質の高い情報を収集し、それらに高度の分

析を加え、適正な政策判断を支えていくことが必要である。

特に、国家安全保障に関し、官邸司令塔機能の強化が図られ

る中、官邸における情報機能の強化が急務となっている。

情報機能強化検討会議では、一昨年１２月１日に設置され

て以来、官邸司令塔機能を支えるため我が国の情報部門とし

て何を成し得るか、政策部門との連接、情報の収集及び情報

の集約・分析から成る情報サイクルの構成要素の１つ１つに

検討を加えるとともに、情報基盤の整備及び情報の保全の徹

底という情報機能のインフラ整備に至るまで密度の濃い検討

を集中的に行い、昨年２月２８日に官邸における情報機能強

化の基本的な考え方を取りまとめたところである。その後、

本検討会議では、基本的な考え方を具体化すべく更に検討を

行い、この度、官邸における情報機能強化策を取りまとめた

ので、ここに公表する。

２ 情報機能の強化

政策との連接（１）

政策と情報の分離①

、 、情報部門においては 政策部門の情報関心に基づいて

情報を収集し、収集された情報の集約・分析を行い、その

成果を政策部門に提供する。他方、政策部門は、提供され
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た情報を政策立案及びその実施に活用し、その上で、新た

な情報関心を提示する。適正な政策判断を行うためには、

収集された情報を政策部門から独立した客観的な視点で評

価・分析する別個の部門が必要であることから、官邸にお

ける政策部門と情報部門は、官邸首脳の下、別個独立の組

織とし、政策と情報の分離を担保する。

政策と情報の有機的な連接②

政策と情報の分離を前提としつつ、政策判断に資する情

報の提供を確保するためには、両者の有機的な連接が必要

である。そのため、官邸首脳の指揮の下、官邸の政策部門

からの情報関心が明確かつタイムリーに情報部門に伝えら

れ、他方、政府が保有するあらゆる情報手段を活用した総

合的な分析（オール・ソース・アナリシス）によりその価値

が最大化された情報が政策部門に提供されるよう、内閣情

報会議、内閣情報官及び各情報機関が連携して機能する。

○ 内閣情報会議

内閣情報会議を官邸の政策部門からの参加も得る形に

再編し、同会議において官邸の政策部門の中長期的な情

報関心を情報部門に対して提示するとともに、その情報関

心に適切に応えるオール・ソース・アナリシスの成果を報

告する。

具体的には、現行メンバーに加えて、官邸の政策部門

の代表として、内閣官房副長官補（内政、外政、安全保

障・危機管理）その他の関係者が出席することとするほ

か、拡大情報コミュニティ省庁（ ３）②参照）の代表も（

出席することとし、官邸の政策部門の情報関心を踏まえて
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情報部門全体で中長期の情報重点を策定することができ

るようにする。また、情報重点の策定及び定期報告のた

めの会議を年２回開催するほか、緊急の対応を要する場

、 。合 重要な報告のある場合等に随時開催することとする

○ 内閣情報官

内閣情報官は、官邸首脳への定期的なブリーフィング

等の機会を通じて、時々刻々変動する官邸首脳の情報関

心の機動的な提示を受けるとともに、オール・ソース・

アナリシスの成果を官邸首脳に報告する。また、内閣情

報官は、官邸の政策部門に対して、オール・ソース・ア

ナリシスに基づく情報をタイムリーに提供するものとし、そ

のため、官邸首脳の指示を受けて、官邸の政策部門の

。 、 、重要会議に出席する さらに これらの情報関心の提示

情報提供等について、情報コミュニティ内で共有すること

により、政策と情報の日常的な結節点として機能する。

○ 各情報機関

各情報機関から官邸首脳への直接報告のルートも確保

し、その際には、各情報機関は、内閣情報官との間で、

官邸首脳に情報が適切に提供されることを確保するため

に必要な連絡を行うものとする。

収集機能の強化（２）

対外人的情報収集機能の強化①

今日の国際的な諸課題のうち、国際テロ、大量破壊兵器

拡散、北朝鮮等の問題に関する情報は、我が国の安全保

障又は国民の安全に直接かかわるところであり、その収集
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は喫緊の課題であって、これらの国や組織の意図を把握す

る必要性は増大している。

現在、在外公館において、広範な人脈の構築を通じて多

様な人的情報収集活動が行われているほか、人的体制の

強化に向けた取組みが進められており、また、情報関係の

各省庁においても、各級職員の海外への派遣等による対外

情報の収集が行われているが、上記のような情報収集の

対象国や組織は閉鎖的で、その内部情報の入手が困難で

あることが多く、そうした情報が不足している状況にある。

この問題に取り組むため、在外公館及び情報関係の各

省庁における取組みを強化するとともに、更に質の高い

情報収集を実現するため、今後、研修強化や知識及び経

験の蓄積を通じて対外人的情報収集に携わる専門家の育

成に努めるほか、より専門的かつ組織的な対外人的情報

収集の手段、方法及び態勢の在り方についての研究を深

めることとする。これらの取組みのため、関係省庁の一

層の連携強化を図り、情報コミュニティが一体となって

その総合力を発揮する。

② その他の情報収集機能の強化

その他の政府における既存の情報収集手段についても、

人員及び予算を確保し、次の施策を実施することによりそ

の能力の維持・拡充を図る。

○ 内閣における情報収集機能

・ 情報収集衛星

情報収集衛星４機体制により画像情報の収集を行うと

ともに、より高性能の衛星を開発するための体制を強
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化する。また、画像情報に関する機能強化のため、地

球上で発生する様々な事象に対して迅速的確に対応す

ることが可能となるよう分析体制を強化するほか、分

析官に対する教育・訓練の充実及び職員の長期間の

在職が可能となるような枠組みの構築を図る。

・ 公開情報

情報コミュニティにおける公開情報収集の実態を基

に、役割分担による効率化、データベース化等の諸方

策について、ラヂオプレスの活用も含め検討する。

○ 各省庁における情報収集機能

・ 国民の安全及び国の治安の確保のため、警察庁及

び都道府県警察において、諜報、大量破壊兵器の拡

散、国際テロ等の未然防止等に資する情報の収集を更

に強化する （警察庁）。

・ 我が国及び国民の安全・安心を確保するため、北

朝鮮、国際テロ、大量破壊兵器拡散等の問題に関す

る情報収集能力を更に強化する （公安調査庁）。

・ 在外公館及び外務本省における対外情報収集能力

を組織的に強化するための全省的な体制を整える。ま

た、情報収集活動に関するノウハウの蓄積、職員の能

力向上のための研修等を通じ、在外公館の情報収集

態勢の専門化及び強化を図る。さらに、ラヂオプレス

、 。の一層の活用により 公開情報収集体制の強化を図る

（外務省）

・ 大量破壊兵器・弾道ミサイル拡散を含めた安全保障

環境の変化、国際平和協力活動の本来任務化、近年
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の技術動向等を踏まえ、防衛省の情報収集能力を強

化する （防衛省）。

集約・分析・共有機能の強化（３）

① 集約・分析・共有の必要性

適正な政策判断に資する情報が確実に情報部門から政策

部門に対して提供されるには、政策との有機的な連接の確

保及び収集機能の強化に加えて、政府として高度の分析を

行うための集約・分析機能を強化するとともに、政府全体

の分析能力の向上を図るための情報共有の促進が重要で

ある。そのため、現在の合同情報会議の機能を発展させ、

情報コミュニティの英知を結集する場とし、情報コミュニティ

は、同会議等において、官邸首脳及び官邸の政策部門の

情報関心に基づくオール・ソース・アナリシスを行うととも

に、情報の共有を促進する。このような観点から 「④ 情、

報の分析」で述べる内閣情報分析官による対外情報の分析

が真に総合的なものとなるよう体制を整える。

拡大情報コミュニティの設置②

政府が保有するあらゆる情報手段を活用するため、内閣

情報調査室、警察庁、公安調査庁、外務省及び防衛省の

コアメンバーから構成される情報コミュニティのほか、金融

庁、財務省、経済産業省及び海上保安庁からなる拡大情

報コミュニティを設け、個別の情勢分析の必要性に応じて合

同情報会議等への出席を求めるとともに、オール・ソース

・アナリシスの成果についても共有する。

なお、拡大情報コミュニティ以外の省庁等との間でも、
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関係する情報の提供を受け、また、必要に応じて情報の共

有を行うことができるよう、連携を深めることとする。

③ 情報の集約

内閣情報官は、合同情報会議等を活用して、官邸首脳及

び官邸の政策部門の情報関心を伝え、情報コミュニティ内

で認識を共有するとともに、それに対応するオール・ソース

・アナリシスに必要な情報集約のための優先順位及び各情

報機関の役割分担等の調整を行う。具体的には、四半期に

一度、情報評価書（④参照）のテーマ、作成スケジュール

並びに各テーマごとに必要な情報及びその担当省庁を取り

まとめた情報評価書作成計画を、拡大情報コミュニティ省庁

の代表もすべて出席する合同情報会議において策定し、各

省庁の情報評価書の作成過程への関与を明確化する。情

報評価書作成計画の原案は内閣情報官が作成することとす

るほか、緊急時等におけるテーマの変更、役割分担等は、

内閣情報官が個別に調整して行うこととする。

また、情報コミュニティ（拡大情報コミュニティを含む ）。

メンバーは、合同情報会議等の事務遂行に資するため、各

々連絡責任者（課長級）及び連絡担当官（課長補佐級）

を指名するとともに、連絡担当官を必要に応じ内閣情報調

査室に設けた専用の執務室に常駐させ、又は派遣する。

連絡責任者は、合同情報会議等により決定された役割分

担に基づいて収集された情報の提供について責任を有する

ものとし、日常的には、その指揮の下で連絡担当官が各省

庁と内閣情報調査室との間の連絡窓口として情報の提供等

を行うこととする。また、連絡担当官が同室において各省庁
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端末を利用できるよう基盤整備を行う。

④ 情報の分析

合同情報会議等におけるオール・ソース・アナリシスの

ため 内閣情報調査室に高度の分析能力を有する専門家 内、 （

閣情報分析官（仮称 ）を地域別・事項別に置いて情報評）

価書の原案を作成することとし、これを同会議等に諮ること

により、情報コミュニティ全体の英知を結集した分析内容と

する。

内閣情報分析官は、情報評価書作成計画に示された役

、割分担に従って連絡担当官経由で集約された情報を基に

各省庁の担当官、官邸の政策部門の担当官及び他の内閣

情報分析官の意見も踏まえて情報評価書の原案を作成す

る。

内閣情報分析官については、官民を問わず能力本位で選

、 、任することとするほか その高度の専門性を確保するため

原則としてその任期を３年以上とし、長期間の在職が可能と

なるよう必ずしも特定のランクに固定されない処遇とする。

⑤ 情報の共有

情報コミュニティ内の各情報機関における多角的な分析

を可能とし、政府全体の分析能力の向上が図られるよう、

厳格なセキュリティクリアランス制度（秘密取扱者適格性確

認制度）の実施を前提として、合同情報会議等の場を活用

するなどして情報の共有を促進する。具体的には、官邸首

脳及び政策部門の日常的な情報関心を合同情報会議で共

有するほか、情報評価書作成のために集約された情報を、

情報の保全にも十分に配意しつつニード・トゥ・ノウの原則
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に基づいて関係省庁間で共有することとする。

日常の情報共有に関しては、上記連絡責任者を活用する

とともに 「 基盤整備」で述べるシステムの整備も推、（４）

進することとし、関係省庁間でのオンラインでの情報共有シ

ステムの構築に関して具体的な検討を開始する。

また、情報評価書等のオール・ソース・アナリシスの成

果については、官邸首脳及び官邸の政策部門への報告等

に併せて、情報コミュニティ内で共有する。

基盤整備（４）

情報の共有のための基盤整備①

情報コミュニティにおける情報の共有化を進めるため、情

報コミュニティ共通のデータベースにつき、それに適した情

報管理の在り方を試験システムで検証しつつ段階的に整備

を関係省庁と内するほか、秘密情報伝達用のイントラネット

閣情報分析官及び連絡担当官との情報伝達のツールとし

拡大整備する。また、ハードウェても積極活用できるよう

アの連結等についても、共通データベースの整備の進展等

に配意しつつ、中長期的な課題として対応し、その実現を

図る。

② 人的基盤整備

情報コミュニティの機能強化・連携に役立つ人材を育成

するため、例えば次のような合同研修を実施するほか、そ

の具体的な必要性や方法を十分検討した上で人事交流を推

進する。また、情報コミュニティ内における上級幹部への登

用に当たっては、他の情報機関での勤務経験を考慮する。



10

○ 高度情報保全研修

情報コミュニティ内における高度な秘密保全措置を

確保するため、外国情報機関の諜報活動の実態、クリ

アランス手続、施設保全点検の技術、電磁波漏えいに

関する技術的事項等についての研修を行う。

○ 情報分析研修

情報コミュニティにおけるオール・ソース・アナリ

シスを行うために必要な情報分析能力の向上のため、

各情報手段の役割、分析の方法、収集・分析した情報

の取扱い等についての研修を行う。

○ 専門分析研修

情報コミュニティ内の情報分析担当官が、担当分野

に関する高度な専門的能力を習得するとともに、相互

理解を促進するため、大学や研究所等の専門家との意

見交換、事例等を用いたゼミ、海外研修等を行う。

３ 情報の保全の徹底

政府統一基準の策定・施行①

情報の集約・共有及び基盤整備の前提として、セキュリ

ティクリアランス制度（秘密取扱者適格性確認制度）を含

む政府統一基準を定めるなどの情報保全措置が採られるこ

とが重要であり、カウンターインテリジェンス推進会議にお

いて決定された「カウンターインテリジェンス機能の強化に

関する基本方針」の着実な施行に取り組む。

高度の秘密を保全するための措置②

情報コミュニティ内においては、より高度な秘密を保全す
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るための措置が必要であるところ、その秘密の範囲を明ら

かにし、電磁波漏えい防止、盗聴防止等の物理的な措置を

含めて具体的な措置を検討し、速やかにその実現を図る。

秘密保全に関する法制の在り方③

現在の我が国の秘密保全に関する法令は、個別法によ

って差異が大きく、国家公務員法等の守秘義務規定に係

る罰則の懲役刑は１年以下とされておりその抑止力が必

ずしも十分でないなどの問題がある。

こうした問題を解消するため、この種法令の諸外国に

おける現状と実態や我が国の実情を踏まえ、真にふさわ

しい法制の在り方に関する研究を継続するとともに、具

体的な法整備に関しては、各種の場における議論にも留

、 、意しながら 国民の広範な理解を得ることを前提として

適切な対応をしていくことが必要である。

４ 実現への道のり

以上の基本的な施策を我が国情報コミュニティ内のみならず

広く政府内において共有し、その実現に向けた取組みを推進

することとする。また、情報機能については不断の見直しが

必要であるところ、本検討会議の枠組みにより、官邸におけ

る情報機能の強化のための施策を引き続き検討することとす

る。


